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　県発注の石越町東郷字今道地内

「今道橋」補修工事による交通規制

（４ｔ車以上通行止め）のため、市民

バス石越線の運行経路を一部変更し

ます。

　ご理解とご協力をお願いします。

【運行経路を変更するバス路線】

　市民バス石越線

【運行経路変更期間】

　３月４日（水）～５月２０日（水）

【変更内容】

　　市民バス石越線バス停のうち、

　石越町内の「口梨」「今堂」が利用

　できなくなります。

　　また、「川前」バス停の位置を、

　長光寺向かい側（右図参照）に移

　動させます。

　　市民バスを利用する際は、「平

　町」「川前」などからの利用をお願

　いします。

【問い合わせ】

　企画部企画振興課　企画調整係

　緯 0220（22）2147

※普通車は片側交互通行ができます。

　幅員が狭くなっているので、通行

　時には十分注意してください。

「自己負担限度額」が 半額になります
　これまで、７５歳の誕生月には、７５歳になる前の

医療保険（国民健康保険、被用者保険など）と、

その後の後期高齢者医療の２つの医療保険制度に

またがるため、それぞれの「自己負担限度額」ま

での支払いが必要でした。

　このような負担の倍増を防ぐために、１月から

誕生月のそれぞれの医療保険制度の「自己負担限

度額」を、本来の２分の１とするよう法が改正さ

れました。

　※具体的な手続きについては、現在検討中です。

　該当する人には、分かり次第お知らせします。

　※平成２０年４月～１２月に７５歳になった人で今回

　の改正に該当する場合は、さかのぼって適用さ

　れる見込みです。

【問い合わせ】

　市民生活部国保年金課　緯 0220（58）2166

３　月２月１６日から２月１５日まで１　月区　分
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【例】昭和９年２月１６日生まれの人が、自己負担区分が一般で
　　  入院した場合
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医療保険が重複する 歳の誕生月に限り75

市民バス「石越線」の運行経路変更について

後期高齢者（長寿）医療制度

変更後の市民バス（石越線）運行経路
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料　金水　量項　目

1,260円 ０基本料金

60円 １～５
従量（超過）料金

220円 ６以上

　平成１９年４月に、津山町横山地区を給水区域とする簡易水道事業が市水道事業に統合されました。統合後も

横山地区の水道料金は変わりませんでしたが、２０年４月からは段階的に改定を行い、２２年４月に上水道料金と

同じ額になります（改定については、メーター口径１３亜、２０亜使用者のみ）。平成２１年度の水道料金は下記のと

おりです。

【平成２０年度までの料金】 【平成２１年度の新料金】

※１２使用した場合
　基本料金　　1,260円
　従量料金①　   300円（５×60円）
　従量料金②　1,540円（７×220円）
　　合計　　　3,100円

津山町横山地区の水道料金改定について

▼

【問い合わせ】　水道事業所水道業務課　料金徴収係　緯 0220（52）3311

料　金水　量項　目

1,050円 ０基本料金

50円 １～５
従量（超過）料金

220円 ６以上

※１２使用した場合
　基本料金　　1,050円
　従量料金①　   250円（５×50円）
　従量料金②　1,540円（７×220円）
　　合計　　　2,840円
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　最近、市内で、登米市税務課職

員を名乗る男に、税金の徴収を名

目に現金をだまし取られる被害が

発生しています。

　市職員の訪問があったときは、

必ず身分証明書を確認し、不審に

思ったときには市役所または各総

合支所に連絡をお願いします。

市職員を
装った詐欺に

注意してください

纂名刺や身分証明書の提示を求め

るなど、身分を確認してください。

纂市役所または各総合支所に電話

で確認してください。　

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

不審な訪問を受けた場合




